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 富山県道路交通法施行細則の一部を改正する規則を次のように定め、公布する。 

  平成29年３月10日 

                 富山県公安委員会委員長 扇 谷 一 郎  

富山県公安委員会規則第２号 

   富山県道路交通法施行細則の一部を改正する規則 

 富山県道路交通法施行細則（昭和47年富山県公安委員会規則第２号）の一部を次

のように改正する。 

 前文中「および」を「及び」に改める。 

 第10条中「とあるのは、「道路維持作業用自動車」」を「とあるのは「道路維持

作業用自動車」と、「緊急自動車指定申請書」とあるのは「道路維持作業用自動車

指定申請書」と、「緊急自動車指定証」とあるのは「道路維持作業用自動車指定証」

と、「緊急自動車指定証記載事項変更届」とあるのは「道路維持作業用自動車指定

証記載事項変更届」と、「緊急自動車指定証再交付申請書」とあるのは「道路維持

作業用自動車指定証再交付申請書」」に改める。 

 第10条の２中「とあるのは、「道路維持作業用自動車」」を「とあるのは「道路

維持作業用自動車」と、「緊急自動車届出書」とあるのは「道路維持作業用自動車

届出書」と、「緊急自動車届出確認証」とあるのは「道路維持作業用自動車届出確

認証」と、「緊急自動車届出確認証記載事項変更届」とあるのは「道路維持作業用

自動車届出確認証記載事項変更届」と、「緊急自動車届出確認証再交付申請書」と
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あるのは「道路維持作業用自動車届出確認証再交付申請書」」に改める。 

 第11条第１項第９号ク中「収監状」を「収容状」に改める。 

 第15条第１号ア 中「ひも等で確実に緊縛している場合」の次に「（ に該当す

る場合を除く。）」を加え、同号ア 中「第48条の14」を「第48条の13」に改める。 

 第27条第４項を次のように改める。 

４ 府令第29条第３項（府令第29条の２第２項において準用する場合を含む。）に 

定める申請書に申請用写真を添付する必要がない場合とは、運転免許センター又

は高岡運転免許更新センターにおいて申請を行うとき、府令第30条の９第３項に

定める申請書に写真を添付する必要がない場合とは、運転免許センター又は高岡

運転免許更新センターにおいて申出を行うときとする。ただし、当該申請又は申

出を行う者が免許の効力を停止されている場合は、この限りでない。 

 第28条第１項第３号の表の高岡運転免許更新センターの部高齢運転者の項中「午 

 前９時30分から午前10時まで」を「午前10時30分から午前11時まで」に改める。 

 第29条及び第30条を次のように改める。 

 （試験の申請） 

第29条 法第89条の規定により試験を受けようとする者は、運転免許（受験）申請 

書、運転免許特別（受験）申請書（様式第20号）又は技能検査申請書に府令第17

条第２項及び第３項、第18条、第18条の２並びに第18条の２の２第３項に規定す

る関係書類及び富山県手数料条例（昭和39年富山県条例第20号。以下「県手数料

条例」という。）第３条に規定する受験手数料の額の富山県収入証紙（以下「県

証紙」という。）を貼付した運転免許受験手数料貼付書（様式第20号の２）を添

付して公安委員会に提出しなければならない。 

 （試験委員） 

第30条 試験は、公安委員会が指定する試験委員が行うものとする。ただし、技能 

 試験は、自動車運転免許技能試験官が行うものとする。 

２ 前項に規定する試験委員の指定は、試験委員指定書（様式第20号の３）により 

 行うものとする。 

 第32条（見出しを含む。）中「行なう」を「行う」に改める。 

 第33条第１項中「別に定める「運転免許技能試験実施要領」により行なう」を 
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「免許の種類に応じた試験車両を使用し、試験場内及び路上において行う」に改め

る。 

 第38条第２項中「第30条から第36条までの規定は、前項の審査」を「前項の審査 

は、第30条から第36条までの規定」に改め、同条の次に次の１条を加える。 

 （緊急自動車の運転資格の審査） 

第38条の２ 府令第15条の２に規定する緊急自動車の運転資格の審査は、法第85条 

 第６項から第10項までに定める緊急自動車を運転できる年齢又は免許を受けてい 

 た期間に達しない者について行うものとする。 

 第39条の２中「運転免許証交付手数料納入書」を「新規（併記）運転免許証交付 

手数料納入書」に改める。 

 第40条中「法第93条第１項各号に」を「、法第93条第１項各号に」に、「運転免 

許証記載事項変更届」を「運転免許証等記載事項変更届」に改める。 

 第43条の２第１項中「運転免許証更新申請書（様式第25号の３）及び経由申請書・ 

受講申請書（様式第25号の４）に府令第29条の２の２」を「運転免許証更新申請書

（経由地）（様式第25号の３）、適性検査結果・更新時講習受講結果通知書（様式

第25号の４）及び経由更新・更新時講習受講手数料納付書（様式第25号の５）に、

府令第29条の２の２」に改める。  

 第44条の見出しを「（臨時適性検査の通知等）」に改め、同条第２項中「臨時適

性検査申出書」を「臨時適性検査受検申出書」に改め、同条に次の１項を加える。 

13  法第102条第１項から第３項までの規定により、臨時に適性検査を行う場合は、 

臨時適性検査通知書（様式第26号の６）により通知するものとし、指定する期限

までに府令第29条の３第３項で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨

を命ずる場合は、診断書提出命令書（様式第26号の20）により通知するものとす

る。 

 第44条の２中「運転免許証取消申請書」を「運転免許取消申請書」に改める。 

 第44条の３第１項中「法第 104条の４第６項」を「法第 104条の４第５項」に改 

める。 

 第56条第２項中「、「運転免許証更新申請書（様式第24号の３）又は経由申請書・ 

受講申請書（様式第24号の６）」」を「「運転免許証更新申請書（様式第25号）又
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は適性検査結果・更新時講習受講結果通知書（様式第25号の４）」」に改める。 

 第56条の３第４項を次のように改める。 

４ 前項に規定する認知機能検査を受けた者に対しては、その検査結果に応じ、第 

１分類と判定された者は認知機能検査結果通知書（様式第38号の11）、第２分類

と判定された者は認知機能検査結果通知書（様式第38号の12）、第３分類と判定

された者は認知機能検査結果通知書（様式第38号の13）により通知するものとす

る。 

第56条の５第１項中「第56条の２の高齢者講習等と同一の講習等」を「第56条の 

２の高齢者講習と同一の講習」に改め、同条第２項中「、75歳以上の者については

「高齢者講習受講申込書（様式第38号の２）及び認知機能検査申込書（様式第38号

の10）、それ以外の者については、「更新時講習受講申込書」を「と、75歳以上の

者については「高齢者講習受講申込書（様式第38号の２）及び認知機能検査申込書

（様式第38号の10）」と、それ以外の者については「更新時講習受講申込書」に改

める。 

 第56条の６第１項第１号を削り、同項第２号を第１号に改め、同項第３号中「運

転免許講習規則第２条第１項第１号の表の区分欄１の項及び同条第１項第２号の表

の区分欄１の項」を「運転免許に係る講習等に関する規則（平成６年国家公安委員

会規則第４号。以下「運転免許講習規則」という。）第２条第１項第１号の表の１

の項及び同項第２号の表の１の項」に改め、同号を同項第２号とし、同項第４号中

「令第37条の６の２第１号に規定する」を削り、「第２条第１項第１号の表の区分

欄２の項及び同条第１項第２号の表の区分欄２の項」を「第２条第１項第１号の表

の２の項、同項第２号の表の２の項及び同表の３の項」に改め、同号を同項第３号

とし、同項第５号中「第４条第１号の表の３、６及び７」を「第４条第１号の表の

３から５までの項」に改め、同号を同項第４号とし、同条第２項中「第４号」を

「第３号」に、「申出によって」を「申出により」に改め、同条第３項中「第４号」

を「第３号」に、「特定任意講習受講申込書（様式第38号の６）、チャレンジ講習

受講申込書」を「チャレンジ講習受講申込書」に改め、同条第４項中「第５号」を

「第４号」に改める。 

 別表中 
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 「 

市道 

蜷川上野線 

富山市蜷川 146-1番から 

富山市上野字宮西割３番80まで 

                                  」  

を 

 「 

市道 

蜷川上野線 

富山市蜷川 146-1番から 

富山市上野字宮西割 846-３番地まで 

                                  」 

に改める。 
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様式第12号（第18条関係） 
            （所轄署で記載） 

安 管 コ ー ド 部会コード  
          

安全運転管理者に関する届出書 
                                           年  月  日 
       富山県公安委員会殿 
  届出内容 （該当するものを○で囲む）           ・届出者の氏名又は法人の 
    安全運転管理者を選任・解任               名称及び代表者の氏名 
    届出者名・事業所名・本拠地住所を変更したので 
    お届けします。                    ・住所                印  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

⑥ 
安全運転 

管理者が 

免許をもっ 

ている場合 

免 許 の 種 類  

 

    
⑪安 
 全 
 運 
 転 
 管 
 理 
 者 
 の 
 略 
 歴 

勤 務 期 間 勤 務 所 名 職 名 

免 許 年 月 日  自 ・ ・ 至 ・ ・   

免 許 番 号  自 ・ ・ 至 ・ ・   

交 付 年 月 日  自 ・ ・ 至 ・ ・   

交 付 公 安 委 員 会  自 ・ ・ 至 ・ ・   

⑦ 安全運転管理者の 
  勤務態様 勤 務  日勤、隔日、その他（    ） 自 ・ ・ 至 ・ ・   

備  考  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

① 
 選任年月日      年     月     日 
② 
安全運転 
管理者氏名 

ふりがな 
 
 
 

③ 
 資  格 
 
 要  件 

生年月日 
（年齢）   年  月  日（ 歳） 
運 転 の 管 理 経 験 ３ 

公安委員会の 
認定 

１ 
 ２年以上 
 

２ 
 公安委員会の教習 
 修了者で１年以上 

④ 
 職務上の地位 

１使用者(所属長を含む) ２課長以上 
３係長 ４主任 ５その他  （どれか１つを○で囲む） 
職 名   

従業員数 人 マイカー 
通勤者数 人 

➄ 
前安全運 
転管理者 

氏名 
 
 
 

解 任 
年月日 

      年 
   月  日 

解 任 
理 由 

１死亡 ２退職 ３転任 
４解任命令 ５その他 
 （      ） 

副 安 管 
選任番号 

 
 
 
 

     

 

⑧ 
 
 
使 
 
用 
 
の 
 
本 
 
拠 

名  称 

 
 
 
代表電話（   ）  ― 
FAX   （   ）  ― 
Eメール （                   ）  

位  置 
(住 所) 

〒              - 

 

 

 

 

大字コード(所轄署で記入) 9 9     

業種別 
番号を○ 
で囲む 

 
１官公署 ２公社・公団 ３農業 ４林業 ５漁業 ６鉱業 
７建設業 ８製造業 ９卸・小売業 10不動産業 
11金融・保険業 12運輸業 13電気・ガス業 
14通信業 15サービス業 16その他 

 

使
用
の
本
拠
地
に
お
け
る 

自
動
車
台
数
・
運
転
者
数 

自
動
車 

⑨ 

台
数 

乗   用 貨   物 大
特
殊 

小
特
殊 

二輪 
計 大

型 
中
型 

準 
中 

普
通 軽 

大
型 

中
型 

準 
中 

普
通 軽 

大
型 

普
通 

           
 

    

 

⑩
運
転
者
数 

免 
許 

大型 中型 準 
中 

普通 大特 大 
自 
二 

普 
自 
二 

小
特 計 一 

種 
二 
種 

一 
種 

二
種 

一 
種 

一 
種 

二 
種 

一 
種 

二
種 

専
従 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

予
備 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

〔記載上の注意事項等〕 
１ 安全運転管理者を新たに選任、または安全運転管理者を交代するとき 
 ⑴ 大枠内の事項について、もれなく記載して下さい。 
 ⑵ 届出者の氏名（法人にあっては、その代表者の氏名）を自署する場合は、押印を省略することができます｡ 
 ⑶ ①の選任日から15日以内に届出をして下さい。 
 ⑷ ④の職務上の地位は、１～５の区分の中で該当するものを○で囲んだ上、具体的な職名を記載して下さい｡ 
 ⑸ 車両台数20台につき、１名の副安全運転管理者が必要です。 
   選任番号がわからない場合は、所轄警察署交通課窓口でお尋ね下さい。 
 ⑹ ⑧使用の本拠欄については、代表電話番号、FAX番号、Ｅメールを必ず記載して下さい。 
   また、業種名については、該当するもの一つだけを○で囲んで下さい。 
 ⑺ ⑨の自動車台数については、二輪車の１台を 0.5台として記載して下さい。原付は台数に入りません。 
 ⑻ ⑩の運転者の免許種別については、上位免許のみ記載して下さい。 
  (例：大型免許と普通免許を取得している場合は大型の欄に１と記載) 
 ⑼ その他提出が必要な書類 
   ア ③の資格要件が「１」に該当する場合は、別紙「自動車の運転管理経歴書」（様式有り）、 
    「３」に該当する場合は、「安全運転管理者認定申請書」（様式有り）が必要です。 
   イ その他、共通書類として、運転記録証明書、戸籍抄本または住民票の写しが必要です。 
２ 台数減少等で安全運転管理者を解任するとき 
  備考欄に解任理由を必ず記載して下さい（詳細は、所轄警察署交通課窓口でお尋ね下さい。）。 
３ 届出内容を変更するとき 

   提出書類一覧表 
提出書類名 提出部数等 

届  出  書 ２部（コピー不可） 

運転管理経歴書 

又は 
認定申請書 

２部（コピー可） 

運転記録証明書 
(1箇月以内のもの) 

２部（１部コピー可） 

戸 籍 抄 本 
又は 

住民票の写し 
２部（１部コピー可） 

 

  該当する箇所を○で囲み太枠内の所定の事項について記載して下さい。また、備考欄に変更前の届出事項を記載して下さい。 
◎ 全ての書類は２部必要です。右上「提出書類一覧表」を参照し、所轄警察署交通課窓口に提出して下さい。 
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様式第13号（第18条関係） 
           （所轄署で記載） 

署コード 副安管コード 安管コード(下４ケタ) 部会コード  

            
副安全運転管理者に関する届出書 

                                           年  月  日 
       富山県公安委員会殿 
  届出内容 （該当するものを○で囲む）           ・届出者の氏名又は法人の 
    副安全運転管理者を選任・解任              名称及び代表者の氏名 
    届出者名・事業所名・本拠地住所を変更したので 
    お届けします。                    ・住所                印  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

⑥ 
副安全運転 

管理者が免 

許をもって 

いる場合 

免 許 の 種 類  

 

   
⑪安 
 全 
 運 
 転 
 管 
 理 
 者 
 の 
 略 
 歴 

勤 務 期 間 勤 務 所 名 職 名 

免 許 年 月 日  自 ・ ・ 至 ・ ・   

免 許 番 号  自 ・ ・ 至 ・ ・   

交 付 年 月 日  自 ・ ・ 至 ・ ・   

交 付 公 安 委 員 会  自 ・ ・ 至 ・ ・   

⑦ 副安全運転管理者の 
  勤務態様 勤 務  日勤、隔日、その他（    ） 自 ・ ・ 至 ・ ・   

備  考  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

① 
 選任年月日      年     月     日 
② 
副安全運転 
管理者氏名 

ふりがな 
 
 
 

③ 
 資  格 
 
 要  件 

生年月日 
（年齢）   年  月  日（ 歳） 
１ 
 運転の管理 
 経験１年以上 

２ 
 運転の経験 
 期間３年以上 

３ 
公安委員会の 
認定 

④ 
 職務上の地位 

１使用者(所属長を含む) ２課長以上 
３係長 ４主任 ５その他  （どれか１つを○で囲む） 
職 名   

従業員数 人 マイカー 
通勤者数 人 

➄ 
前副安全運 
転管理者 

氏名 
 
 
 

解 任 
年月日 

      年 
   月  日 

解 任 
理 由 

１死亡 ２退職 ３転任 
４解任命令 ５その他 
 （      ） 

他の副安管 
選任番号 

 
 
 
 

     

 

⑧ 
 
 
使 
 
用 
 
の 
 
本 
 
拠 

名  称 

 
 
 
代表電話（   ）  ― 
FAX   （   ）  ― 
Eメール （                   ）  

位  置 
(住 所) 

〒              - 

 

 

 

 

大字コード(所轄署で記入) 9 9     

業種別 
番号を○ 
で囲む 

 
１官公署 ２公社・公団 ３農業 ４林業 ５漁業 ６鉱業 
７建設業 ８製造業 ９卸・小売業 10不動産業 
11金融・保険業 12運輸業 13電気・ガス業 
14通信業 15サービス業 16その他 

 

使
用
の
本
拠
地
に
お
け
る 

自
動
車
台
数
・
運
転
者
数 

自
動
車 

⑨ 

台
数 

乗   用 貨   物 大
特
殊 

小
特
殊 

二輪 
計 大

型 
中
型 

準 
中 

普
通 軽 

大
型 

中
型 

準 
中 

普
通 軽 

大
型 

普
通 

           
 

    

 

⑩
運
転
者
数 

免 
許 

大型 中型 準 
中 

普通 大特 大 
自 
二 

普 
自 
二 

小
特 計 一 

種 
二 
種 

一 
種 

二
種 

一 
種 

一 
種 

二 
種 

一 
種 

二
種 

専
従 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

予
備 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

〔記載上の注意事項等〕 
１ 副安全運転管理者を新たに選任、または副安全運転管理者を交代するとき 
 ⑴ 大枠内の事項について、もれなく記載して下さい。 
 ⑵ 届出者の氏名（法人にあっては、その代表者の氏名）を自署する場合は、押印を省略することができます｡ 
 ⑶ ①の選任日から15日以内に届出をして下さい。 
 ⑷ ④の職務上の地位は、１～５の区分の中で該当するものを○で囲んだ上、具体的な職名を記載して下さい｡ 
 ⑸ 車両台数20台につき、１名の副安全運転管理者が必要です。 
   選任番号がわからない場合は、所轄警察署交通課窓口でお尋ね下さい。 
 ⑹ ⑧使用の本拠欄については、代表電話番号、FAX番号、Ｅメールを必ず記載して下さい。 
   また、業種名については、該当するもの一つだけを○で囲んで下さい。 
 ⑺ ⑨の自動車台数については、二輪車の１台を 0.5台として記載して下さい。原付は台数に入りません。 
 ⑻ ⑩の運転者の免許種別については、上位免許のみ記載して下さい。 
  (例：大型免許と普通免許を取得している場合は大型の欄に１と記載) 
 ⑼ その他提出が必要な書類 
   ア ③の資格要件が「１」に該当する場合は、別紙「自動車の運転管理経歴書」（様式有り）、 
    「２」に該当する場合は、運転免許証の写し（コピー） 
    「３」に該当する場合は、「安全運転管理者認定申請書」（様式有り）が必要です。 
   イ その他、共通書類として、運転記録証明書、戸籍抄本または住民票の写しが必要です。 
２ 台数減少等で安全運転管理者を解任するとき 
  備考欄に解任理由を必ず記載して下さい（詳細は、所轄警察署交通課窓口でお尋ね下さい。）。 
３ 届出内容を変更するとき 

   提出書類一覧表 
提出書類名 提出部数等 

届  出  書 ２部（コピー不可） 

運転管理経歴書 

又は 

運転免許証の写し(コピー) 

又は 

認定申請書 

２部（コピー可） 

運転記録証明書 
(1箇月以内のもの) 

２部（１部コピー可） 

戸 籍 抄 本 
又は 

住民票の写し 
２部（１部コピー可） 

 
  該当する箇所を○で囲み太枠内の所定の事項について記載して下さい。また、備考欄に変更前の届出事項を記載して下さい。 
◎ 全ての書類は２部必要です。右上「提出書類一覧表」を参照し、所轄警察署交通課窓口に提出して下さい。 
 

副 



  8  平成 29年３月 10日    富 山 県 報         号  外   

 

様式第19号の２（第23条関係） 

整理番号  

 

自 動 車 台 数 等 届 出 書 

                          

                           年  月  日 

 富山県公安委員会    殿 

 

                住 所  

            届出者 

                氏 名              印 

 

                  

 代表電話（   ）  －   ＦＡＸ（   ）  － 

 Ｅメール（                           ） 

 

 区     分 数 （台）  

事
業
所
で
使
用
し
て
い
る
自
動
車 

バ ス 、 マ イ ク ロ             台 

乗 用 車             台 

貨 物 車             台 

特 殊 車             台 

二 輪 車 （ １ 台 は 0 . 5 台 ）             台 

計             台 

区     分 数 （人） 

運
転
者
数
等 

運 転 者             人 

全 従 業 員             人 

マ イ カ ー 通 勤 者             人 

 備考 

１ バス、マイクロについては、乗車定員11人以上のものとする。 

２ 乗用車とは、準中型乗用車、普通乗用車及び軽四乗用車とする。 

３ 貨物車とは、大型貨物車、中型貨物車、準中型貨物車、普通貨物車及び軽四貨物車とする。 

４ 特殊車とは、ショベル・ローダ、フォークリフト及びタイヤ・ローラ等とする。 

５ 二輪車１台は、0.5台として計算する（原付は除く。）。 

６ 運転者数は、自動車の運転業務に従事している人数を記入する。 

 備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。 

 

 



  平成 29年３月 10日     富 山 県 報        号  外  9   

 

 様式第20号を次のように改める。 

様式第20号（第27条及び第29条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  10  平成 29年３月 10日    富 山 県 報         号  外   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  平成 29年３月 10日     富 山 県 報        号  外  11   

 

 様式第20号の１を次のように改める。 

様式第20号の２（第29条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

富山県収入証紙を 

貼付してください。 

５ 

富山県収入証紙を 

貼付してください。 

６ 

富山県収入証紙を 

貼付してください。 

１ 

富山県収入証紙を 

貼付してください。 

２ 

富山県収入証紙を 

貼付してください。 

３ 

富山県収入証紙を 

貼付してください。 



  12  平成 29年３月 10日    富 山 県 報         号  外   

 

 様式第20号の２を次のように改める。 

様式第20号の３（第30条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  平成 29年３月 10日     富 山 県 報        号  外  13   

 

 様式第23号を次のように改める。 

様式第23号（第38条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

富山県収入証紙を 

貼付してください。 

２ 

富山県収入証紙を 

貼付してください。 

３ 

富山県収入証紙を 

貼付してください。 

４ 

富山県収入証紙を 

貼付してください。 

５ 

富山県収入証紙を 

貼付してください。 

６ 

富山県収入証紙を 

貼付してください。 



  14  平成 29年３月 10日    富 山 県 報         号  外   

 

 様式第23号の２を次のように改める。 

様式第23号の２（第39条の２関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  平成 29年３月 10日     富 山 県 報        号  外  15   

 

 様式第24号を次のように改める。 

様式第24号（第40条、第44条の３関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本籍・氏名・住所変更によるＩＣ追記処理  済  ○印をつける 

（県内） 

 
※ 
ＩＣ 
免許 



  16  平成 29年３月 10日    富 山 県 報         号  外   

 

 様式第24号の２を次のように改める。 

様式第24号の２（第40条、第44条の３関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  平成 29年３月 10日     富 山 県 報        号  外  17   

 

 様式第24号の３を次のように改める。 

様式第24号の３（第41条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  18  平成 29年３月 10日    富 山 県 報         号  外   

 

 様式第25号を次のように改める。 

様式第25号（第43条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  平成 29年３月 10日     富 山 県 報        号  外  19   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  20  平成 29年３月 10日    富 山 県 報         号  外   

 

 様式第25号の３を次のように改める。 

様式第25号の３（第43条の２関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  平成 29年３月 10日     富 山 県 報        号  外  21   

 

 様式第25号の４を次のように改める。 

様式第25号の４（第43条の２関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  22  平成 29年３月 10日    富 山 県 報         号  外   

 

 様式第25号の４の次に次の１様式を加える。 

様式第25号の５（第43条の２関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  平成 29年３月 10日     富 山 県 報        号  外  23   

 

 様式第26号を次のように改める。 

様式第26号（第44条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  24  平成 29年３月 10日    富 山 県 報         号  外   

 

 様式第26号の２を次のように改める。 

様式第26号の２（第44条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  平成 29年３月 10日     富 山 県 報        号  外  25   

 

 様式第26号の３を次のように改める。 

様式第26号の３（第44条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  26  平成 29年３月 10日    富 山 県 報         号  外   

 

 様式第26号の４を次のように改める。 

様式第26号の４（第44条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  平成 29年３月 10日     富 山 県 報        号  外  27   

 

 様式第26号の５を次のように改める。 

様式第26号の５（第44条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  28  平成 29年３月 10日    富 山 県 報         号  外   

 

 様式第26号の６を次のように改める。 

様式第26号の６（第44条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  平成 29年３月 10日     富 山 県 報        号  外  29   

 

 様式第26号の17を次のように改める。 

様式第26号の17（第44条の２関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  30  平成 29年３月 10日    富 山 県 報         号  外   

 

 様式第26号の18を次のように改める。 

様式第26号の18（第44条の３関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  平成 29年３月 10日     富 山 県 報        号  外  31   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  32  平成 29年３月 10日    富 山 県 報         号  外   

 

 様式第26号の19の次に次の１様式を加える。 

様式第26号の20（第44条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  平成 29年３月 10日     富 山 県 報        号  外  33   

 

 様式第29号の３を次のように改める。 

様式第29号の３（第48条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  34  平成 29年３月 10日    富 山 県 報         号  外   

 

 様式第30号を次のように改める。 

様式第30号（第49条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  平成 29年３月 10日     富 山 県 報        号  外  35   

 

 様式第36号の２を次のように改める。 

様式第36号の２（第55条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  36  平成 29年３月 10日    富 山 県 報         号  外   

 

 様式第38号を次のように改める。 

様式第38号（第55条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  平成 29年３月 10日     富 山 県 報        号  外  37   

 

 様式第38号の２を次のように改める。 

様式第38号の２（第56条の２、第56条の３及び第56条の５関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  38  平成 29年３月 10日    富 山 県 報         号  外   

 

 様式第38号の３を次のように改める。 

様式第38号の３（第56条の４関係） 

 

 

 

 

 

 

様式第 38号の６を削除する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  平成 29年３月 10日     富 山 県 報        号  外  39   

 

 様式第38号の６を削除する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  40  平成 29年３月 10日    富 山 県 報         号  外   

 

 様式第38号の７を次のように改める。 

様式第38号の７（第56条の６関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チャレンジ講習受講申込書  



  平成 29年３月 10日     富 山 県 報        号  外  41   

 

 様式第38号の８を次のように改める。 

様式第38号の８（第56条の６関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定任意高齢者講習（簡易講習）受講申込書  



  42  平成 29年３月 10日    富 山 県 報         号  外   

 

 様式第38号の９を次のように改める。 

様式第38号の９（第56条の６関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 特 定 任 意 高 齢 者 講 習  
（シニア運転者講習）受講申込書  



  平成 29年３月 10日     富 山 県 報        号  外  43   

 

 様式第38号の10を次のように改める。 

様式第38号の10（第56条の３、第56条の５関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  44  平成 29年３月 10日    富 山 県 報         号  外   

 

 様式第38号の11を次のように改める。 

様式第38号の11（第56条の３、第56条の５関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  平成 29年３月 10日     富 山 県 報        号  外  45   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  46  平成 29年３月 10日    富 山 県 報         号  外   

 

 様式第38号の12を次のように改める。 

様式第38号の12（第56条の３、第56条の５関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  平成 29年３月 10日     富 山 県 報        号  外  47   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  48  平成 29年３月 10日    富 山 県 報         号  外   

 

 様式第38号の13を次のように改める。 

様式第38号の13（第56条の３、第56条の５関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  平成 29年３月 10日     富 山 県 報        号  外  49   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  50  平成 29年３月 10日    富 山 県 報         号  外   

 

 様式第38号の14を次のように改める。 

様式第38号の14（第56条の７関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  平成 29年３月 10日     富 山 県 報        号  外  51   

 

 様式第38号の15を次のように改める。 

様式第38号の15（第56条の７関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  52  平成 29年３月 10日    富 山 県 報         号  外   

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成29年３月12日から施行する。ただし、第28条第１項第３号の 

 表の改正については、平成29年４月１日から施行する。 

 （高齢者講習等に係る経過措置） 

２ 運転免許証の更新期間が満了する日における年齢が70歳以上の者であって、当 

 該日が施行日から起算して６月を経過した日前であるものに係る高齢者講習及び 

 特定任意高齢者講習の受講申込みの様式については、改正後の富山県道路交通法 

 施行細則様式第38号の２及び様式第38号の９の様式にかかわらず、なお従前の例 

 による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  平成29年３月10日印刷発行 
           発 行  富    山    県 

                      富山県富山市新総曲輪１番７号 

                      電話富山 076―444―3153番 


